


 
 

 

 

 

はまっ子どうし The Water 事業終了について 
 

１ 趣旨 

  「はまっ子どうし The Water」事業は、平成 15 年度の開始以来、横浜固有の水源地で

ある道志村と横浜市とのつながりや水源林保全の大切さをＰＲするとともに、水道局の社

会貢献活動及び企業・団体等のＣＳＲ活動の支援等に活用されてきました。 

しかし、事業開始から約 20 年の間に、環境問題、特にプラスチック問題への社会的関

心がさらに高まったこと、横浜市がＳＤＧｓ未来都市に選定され 2050 年までにゼロカー

ボンを目指していることなど、事業を取り巻く環境が大きく変化しています。このため、

ペットボトルで水源林保全の大切さをＰＲすることは時代にそぐわない状況になってい

ます。 

水道局は、厳しい財政状況の中で、施設の更新や耐震化を進めていかなければならない

状況にあります。限られた財源と人的資源を有効に活用する観点からすべての事業の見直

しを行う中で、「はまっ子どうし The Water」事業を終了することとしました。 

これまでご利用いただきありがとうございました。販売終了まで、引き続きご利用いた

だきますようお願い申し上げます。 

 

２ 終了時期 

(1) 製造終了 

令和３年 12 月（賞味期限：令和５年 12 月） 

(2) 販売終了見込み 

令和４年秋ごろ 

＊具体的な終了時期はウェブサイト等でお知らせします。 

 

３ お客さまへの周知 

  各区の配送ルートにて、自治会町内会長様へお知らせします。 

また、ウェブサイト等で市民の皆さまにお知らせします。継続的にご利用いただいてい

るお客さまにはダイレクトメール等でご案内します。 

 

担当：水道局公民連携推進課 中村、村田 

   電話 671-3085  FAX 212-1169 

   E-mail su-kouminrenkei@city.yokohama.jp 

青葉区連会１月定例会資料 

令 和 ４ 年 １ 月 2 0 日 

水 道 局 公 民 連 携 推 進 課 



 
 
 
 

自治会・町内会長 様 

横浜市水道局公民連携推進課 

 日ごろから、「はまっ子どうし The Water」をご利用いただき、あ

りがとうございます。長年ご愛飲いただいてきましたが、令和３年

12 月をもって「はまっ子どうし The Water」の製造を終了しました。 
在庫分については、引き続き販売しておりますので、ご注文は下

記までご連絡ください。 



                           
 
 
 

内港地区の将来像と山下ふ頭の再開発に係る意見募集への協力のお願いについて 
 
 令和３年12月23日から添付のリーフレット等により、市民意見募集を開始しましたので、
応募の御協力をお願い申し上げます。 
 
１ 意見募集の概要 
 〇ベイブリッジ内側の「内港地区の将来像の検討」と「山下ふ頭再開発の新たな事業計  

画の策定」に向けた市民意見募集を開始。 
 〇横浜の魅力を更に高めていくため、いただいた御意見を港湾計画の改訂や山下ふ頭再

開発の新たな事業計画の検討に活用。 
 
２ 募集期間 
  令和３年12月23日から令和４年６月30日まで 
 
３ 応募方法 
（１）リーフレット付属はがき 
（２）インターネット入力フォーム 

・スマートフォン：QRコードからアクセス 
   ・パソコン   ：市（港湾局）のホームページからアクセス 
  ※付属のアンケート形式によらない自由な御意見・アイデアも歓迎します。 
 
４ リーフレット配布場所 
（１）市民情報センター（市庁舎３階） 
（２）18区役所広報相談係 
（３）主要鉄道駅、各図書館及び各行政サービスコーナーのＰＲボックス 
 
５ スケジュール（予定） 
  令和６年度頃の港湾計画改訂、12年頃（2030年頃）の山下ふ頭再開発の供用を目標と
し、次のとおり進めますが、詳細なスケジュールは今後の検討の中で設定していきます。 

  令和３年12月23日 意見募集等の開始（４年６月30日まで） 
     ４年度下期～ 地元団体の代表者や有識者等で構成される委員会の設置、 
            新たな事業計画策定、事業者募集、事業予定者決定 
    ６年度頃   港湾計画改訂 
    ８年度頃   山下ふ頭再開発事業化 
   

担当：港湾局山下ふ頭再開発調整課 貝瀬・行田 
Tel 045-671-4686 
Fax 045-651-7996 

青葉区連合自治会長会１月定例会資料 
令 和 ４ 年 １ 月 2 0 日 
港 湾 局 山 下 ふ 頭 再 開 発 調 整 課 







 

 

令和３年度あおば災害ネット登録促進のための 

ダイレクトメール発送の延期について 

 

平成 20 年３月にスタートした「あおば災害ネット」は、災害発生時に一人で

は避難が困難な要援護者を地域の中で把握するためのもので、自治会・町内会、

民生委員児童委員等関係者の皆様のご尽力・ご協力をいただいております。 

例年１月下旬（昨年度は３月下旬）にご案内を発送していますが、『ひとり暮

らし高齢者等「地域で見守り」推進事業』の民生委員児童委員と時期が重なるこ

となどから、ダイレクトメール発送を令和４年度に延期いたします。 

ご案内の送付時期等が決まりましたら、改めて、お願いいたします。 

 

 

＜令和３年度＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとり暮らし高齢者等 

「地域で見守り」推進事業 

あおば災害ネット 

（参考）例年スケジュール 

11/22（月） ダイレクトメール   

12/24（金） はがき返信期限   

  R4/1/下 ダイレクトメール 

R4/2/15～2/24 名簿受渡し（地区定例会） R4/2～ はがき返信 

  

 ～ 

 

対象者訪問 R4/3～ はがき受渡し（区民児協・

地区定例会） 

R4/3/15～3/24 名簿回収（地区定例会）  ～ 希望者訪問 

  R4/4～ 支えあいカード提出 

区 連 会 資 料 
令 和 ４ 年 １ 月 2 0 日 
総 務 課 
福 祉 保 健 課 
高 齢 ･ 障 害 支 援 課 

問合せ先：〇民生委員・ひとり暮らし高齢者等「地域で見守り」 

推進事業に関すること 

      福祉保健課    ℡（９７８）２４３３ 

     〇地域防災拠点や防災に関すること 

      総務課      ℡（９７８）２２１３ 

〇あおば災害ネット登録等に関すること 

      高齢・障害支援課 ℡（９７８）２４４４ 

令和４年度

に延期 
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新型コロナウイルスワクチン 

高齢者等の追加接種（３回目接種）の前倒し 
 

 新型コロナウイルスワクチンの追加接種（３回目接種）について、横浜市では既に医療

従事者等及び高齢者施設入所者等を対象に前倒し接種を進めています。このたび、さらに

ワクチン接種を加速します。その他の高齢者（65 歳以上）の３回目の接種間隔について、

原則２回目接種完了から８か月以上経過した方としていましたが、新たな変異株の感染拡

大防止策等として、接種間隔を前倒しします。 

 

１ 高齢者施設入所者等（施設接種）の前倒し 

 約 8.5 万人（約 1,000 施設）を対象に、１月中に前倒し可能な対象者約 6.4 万人のう

ち、約 5.1 万人（８割）の接種を目指します。概ね２月末までの接種を目標に前倒しを

進めます。 

 

２ 「その他の高齢者（65 歳以上）」の接種間隔の前倒し 

国の前倒し接種方針 (※１)を踏まえ、令和４年２月以降に２回目接種完了から 

８か月以上経過する 65 歳以上の高齢者について、接種間隔を前倒します。 

 

対象者 接種間隔 

医療従事者等（13 万人） 

高齢者施設入所者等（約 8.5 万人）※２ 
２回目接種から６か月以上 

高齢者（約 86 万人） ２回目接種から７か月以上 

※１ 厚生労働省からの事務連絡（令和３年 12 月 17 日）抜粋 

医療従事者等及び高齢者施設等の入所者等以外の「その他の高齢者」について、令和４年２月以

降初回接種の完了から７か月以上経過した後に追加接種を実施することができる。 

※２ 医療従事者等、高齢者施設入所者等の人数は、高齢者、18～64 歳の対象者の内数 

 

 

 

市連会１月定例会説明会 
令 和 ４ 年 １ 月 1 2 日 
健康福祉局健康安全課 

裏面あり 
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３ 高齢者の３回目個別通知（接種券等）の発送 

高齢者への個別通知の発送スケジュールを次のとおりとします。 

 

２回目接種完了日 接種券発送予定 発送のタイミング 

令和３年６月７日から

６月 16 日まで 
令和４年２月４日（金） 

２回目接種完了から 

８か月を経過した週 

令和３年６月 17 日から 

６月 27 日まで  

令和３年６月 28 日から 

７月６日まで 
令和４年２月 14 日（月） 

令和３年７月７日から 

７月 13 日まで 
令和４年２月 21 日（月） 

令和３年７月 14 日から 

７月 20 日まで 
令和４年２月 28 日（月） 

令和３年７月 21 日から 

７月 27 日まで 
令和４年３月７日（月） 

令和３年７月 28 日から 

８月 13 日まで 
令和４年３月 14 日（月） 

令和３年８月 14 日から

８月 20 日まで ２回目接種完了から 

７か月を経過した週 
令和３年８月 21 日以降 

令和４年３月 21 日の週以降 

毎週月曜日 ※祝日の場合は翌日 

 

※発送からお手元に届くまで数日かかります。 

※２回目接種を受けた日付は、１・２回目接種券と同じ用紙の「予防接種済証（臨時）」で確認 

できます。 

※個別通知の同封物：接種券／予診票／接種案内チラシ／接種場所一覧／ワクチン説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

２回目接種完了から 
７か月と３週間を 
経過した週 

２回目接種完了から 
７か月と１週間を 
経過した週 

段階的に前倒し 
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４ 「その他の高齢者（65 歳以上）」の接種間隔の前倒しに伴う接種体制の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）個別接種（市内医療機関）の体制【令和４年２月上旬予定】 

ア 接種実施医療機関数 約 1,900 か所（原則、ファイザー社ワクチン） 

このうち、武田／モデルナ社ワクチンを併用して接種する医療機関 約 30 か所 

 

イ 予約体制 

かかりつけ患者以外にも広く接種を行う医療機関数 約 1,200 か所 

このうち、市予約システムで予約可能な医療機関数 約 880 か所 

(参考)１・２回目の市予約システムで予約可能な医療機関数は約 50 か所でした。 

※約 1,200 の医療機関は市のウェブサイトで予約の空き状況を確認できます。 

※区ごとの接種実施医療機関一覧を個別通知に同封しています。 

  それぞれの医療機関の予約方法は、医療機関一覧をご確認ください。 

 

（２）集団接種の体制 

   集団接種会場を 13 か所設置し、全て武田／モデルナ社のワクチンを使用します。 

（１・２回目接種時がファイザー社ワクチンであった方も接種できます） 

※会場住所等の詳細は１月中旬頃にお知らせいたします。 

※ワクチンの種類は国からのワクチン供給の状況により、一部の会場で今後変更となる可能

性があります。 

 

 

 

 

（ポイント） 

＜個別接種＞ 

個別接種を行う一部の医療機関で、武田／モデルナ社ワクチンの接種を実施し

ます。（令和４年４月上旬までに約４万回の増加） 
 
＜集団接種＞ 

開設時期の前倒し及び会場の追加により、令和４年２月から順次 13 か所の集団

接種会場を設置し、合計接種回数を約 45 万回に増やします。 
（令和４年４月上旬までに約 19 万回の増加） 
① 大規模な会場（１日あたり 1,000 回以上接種できる会場）２か所の開設時期 

を令和４年３月から１か月程度前倒しして、令和４年２月開始とします。 

② 令和４年２月中に臨時の集団接種会場を、２か所追加で設置します。 
 

裏面あり 



 

 

4 
 

  ア 大規模な会場（１日あたり 1,000 回以上接種できる会場）  

会 場 名 開設時期(予定) 

①  みなとみらい会場（中区） 
令和４年２月中旬～ 

②  保土ケ谷会場（保土ケ谷区） 

 

  イ 臨時会場 

会 場 名 開設時期(予定) 

③  関内第２会場（中区） 
令和４年２月中旬～ 

④  桜木町・馬車道会場（中区） 

 

  ウ その他の方面別会場 

会 場 名 開設時期(予定) 

⑤  鶴見会場（鶴見区） 

令和４年３月上旬～ 

⑥  日吉会場（港北区） 

⑦  センター南会場（都筑区） 

⑧  横浜駅西口会場（西区） 

⑨  希望ケ丘会場(旭区） 

⑩  戸塚会場（戸塚区） 

⑪  関内会場（中区） 

⑫  磯子会場（磯子区） 

⑬  並木中央会場（金沢区） 

 

５ 予約支援体制の強化 

 

（予約方法） 

１・２回目と同じく、原則、接種は事前予約制です。 

接種券が届いた方から、接種の予約ができます。 

 

●市が予約を受付ける接種場所 

   １・２回目と比べて、市が予約を受付ける医療機関が順次増えていますので、 

予約専用サイト（Web）からの予約を推奨しています。 

①  予約専用サイト（Web） https://v-yoyaku.jp/141003-yokohama 
     （受付時間 9 時 00 分から 23 時 59 分） 
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②  市公式 LINE 「横浜市 LINE 公式アカウント」を友だち登録（２月９日(水)～） 

（受付時間 9 時 00 分から 23 時 59 分） 

       ※ LINE から予約に関するアカウント情報の登録をすると、予約専用サイ

トからの予約はできなくなります。 

③ 予約センター（電話） 0120－045－112 

      (午前９時から午後７時まで土・日・祝祭日も受付)   

      ※ 電話のおかけ間違いにご注意ください。 

 

●直接、予約を受付ける医療機関 

区ごとの接種を受けられる医療機関一覧を個別通知に同封しています。 

それぞれの医療機関の予約方法は、医療機関一覧をご確認ください。 

 

（１） 接種場所・予約の空き状況が検索できる機能の追加 

      医療機関約 1,200 か所と集団接種会場の予約の空き情報がいつでも検索可能 

    です。（２月上旬公開予定） 

 

   ▼ウェブページのイメージ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏面あり 
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（２）区役所・市内郵便局での予約代行 

パソコンやスマートフォン等をお持ちでないなど、インターネット（Web）での予

約が困難な方を対象に、区役所相談員や市内郵便局（一部を除く）がその場で予約

を代行します（※１）。個別通知（接種券含む）を忘れずにお持ちください。 

 

ア 区役所 

受 付 日 令和４年２月７日（月）～（土日祝日休み） 

受付時間 午前９時～午後５時 

受付場所 18 区役所（合計 90 名体制で受付） 

支援の 

内容 

市の予約システムから予約ができる医療機関や集団接種会場での３回

目の接種を希望される方に対して、予約、キャンセル、変更の手続を窓

口で代行します。窓口の事前予約は不要ですが、混み合う場合がありま

す。 

その他 ３回目接種に関する予約代行のほか、１・２回目の接種のご相談や直接

予約を受け付ける医療機関への予約サポート、接種証明など、ワクチン

接種に関する幅広いご相談に対応します。 

 

イ 郵便局 

受 付 日 令和４年２月７日（月）～３月 31 日（木）（土日祝日休み） 

受付時間 午前９時～午後５時（※２） 

受付場所 市内郵便局（一部を除く）302 か所（※３） 

支援の 

内容 

市の予約システムから予約ができる医療機関や集団接種会場での３回

目の接種を希望される方に対して、予約、キャンセル、変更の手続を窓

口で代行します。事前予約は不要ですが、混み合う場合があります。 

その他 ３回目接種の予約代行のみを行い、相談等はお受けできませんのでご注

意ください。 

※１ 予約代行は、市が予約を受付ける医療機関と集団接種会場です。予約可能な医療機関数

は、約 880 か所です。 

※２ 商業施設内に設置されている郵便局等、一部郵便局では受付日・受付時間が異なる場合

があります。 

※３ 次の４か所では予約の代行は行いません。 

・神奈川郵便局（神奈川区）・椿ケ丘簡易郵便局（金沢区） 

・横浜市大附属病院内簡易郵便局（金沢区）・横浜卸本町簡易郵便局（瀬谷区） 
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（３）市内の携帯ショップでインターネット予約のお手伝い 

市民の方が、ご自身のスマートフォンなどを使って予約できるように、携帯ショッ

プがお手伝いします。個別通知（接種券含む）を忘れずにお持ちください。 

受 付 日 令和４年２月７日（月）～ 

受付時間 

※ 

各店舗により受付日・受付時間、事前予約の要否が異なります。 

実施予定

ショップ 

※ 

・ドコモショップ、d garden 

・au Style、au ショップ  

・ソフトバンクショップ、ワイモバイルショップ 

・楽天モバイルショップ               

支援の 

内容 

市民の方が所有するスマートフォン等で、予約する方法が分からない方

を対象に、携帯ショップの店員が、ご自身で予約ができるようにお手伝

いします。 

その他 ３回目接種に関する予約のお手伝いのみを行い、相談等はお受けできま

せんのでご注意ください。 

※受付時間、実施予定ショップの詳細（実施店舗、事前予約の要否等）は後日、市ウェブページで

ご案内します。 

市ウェブページ https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/vaccine-portal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

【ワクチン接種全般について】 

横浜市新型コロナウイルスワクチン接種 コールセンター 

Tel : 0120-045-070 

 

【本資料について】 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当 

Tel : 045-671-4841 

Mail: kf-info-vaccine@city.yokohama.jp 
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新型コロナウイルスワクチン追加接種（３回目接種）の 

集団接種会場について 
 

 新型コロナウイルスワクチンの追加接種（３回目接種）について、横浜市では市内医療

機関約 1,900 か所での個別接種の他、令和４年２月から順次、集団接種会場を 13 か所  

設置します。 

この度、会場所在地、開設予定日等について決定しましたので次のとおりご案内します。

なお、案内図等、会場に関する詳しい情報は、今後、広報よこはまや本市ウエブサイト等

でも随時お知らせします。 

 

１ 集団接種会場一覧 
 

  ア 大規模な会場（１日あたり 3,000 回接種できる会場）  

    （開設予定日：①令和４年２月 11 日(金)、②令和４年２月 16 日(水)） 

会 場 名 住所 主なアクセス 実施曜日 受付時間 

①みなとみらい会場 

（横浜ハンマーヘッド 

１階 CIQ ホール） 

中区 

新港 2-14-1 

みなとみらい線 

馬車道駅 徒歩 10 分 

※桜木町駅・馬車道駅 

からシャトルバスあり 

週６日 

（水曜日以外） 

10:00～14:30 

15:30～19:45 

②保土ケ谷会場 

（横浜ビジネスパーク 

横浜ラーニングセンター） 

保土ケ谷区 

神戸町 

129-5 

相鉄本線 

天王町駅 徒歩９分 

※JR 線保土ケ谷駅から 

シャトルバスあり 

週６日 

（月曜日以外） 

9:00～13:30 

14:30～18:45 

   

イ 臨時会場（開設予定日：③令和４年２月 15 日(火)、④令和４年２月 22 日(火)） 

会 場 名 住所 主なアクセス 実施曜日 受付時間 

③関内第２会場 

（関内中央ビル９階） 
中区真砂町 2-22 

JR 線／市営地

下鉄 関内駅 

徒歩２分 週６日 

（月曜日以外） 

10:00～12:00 

14:00～19:30 ④桜木町・馬車道会場 

（横浜ワールドポーターズ 

６階） 

中区新港 2-2-1  

みなとみらい線 

馬車道駅 

徒歩５分 

   

次ページあり 

市連会１月定例会説明会 
令 和 ４ 年 １ 月 1 2 日 
健康福祉局健康安全課 
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ウ その他の方面別会場（開設予定日：令和４年３月３日(木)） 

会 場 名 住所 主なアクセス 受付時間 
週あたり

の日数 

⑤鶴見会場 

（ＴＧ鶴見ビル７階） 

鶴見区 

鶴見中央 

4-33-5  

京急本線 

京急鶴見駅 

徒歩５分 

【水木金日】 

10:00～12:15／14:00～16:15

【土】 

14:45～17:00／17:30～19:45 

週５日 

⑥日吉会場 

（慶應義塾日吉キャン

パス協生館２階） 

港北区 

日吉 4-1-1  

東急東横線 

／市営地下鉄

日吉駅 

徒歩１分 

【水木金日】 

10:00～12:15／14:00～16:15 

【土】       

14:45～17:00／17:30～19:45 

⑦センター南会場 

（パインクリエイト 

ビル３階） 

都筑区 

茅ケ崎中央

55-1  

市営地下鉄 

センター南駅

徒歩５分 

【水木金日】 

10:15～12:30／14:00～16:15

【土】 

14:45～17:00／17:30～19:45 

⑧横浜駅西口会場 

（横浜天理ビル 14 階） 

西区 

北幸 1-4-1 

JR 線等 

横浜駅西口 

徒歩５分 

【水木金日】 

10:00～12:15／14:00～16:15 

【土】 

14:45～17:00／17:30～19:45 

⑨希望ケ丘会場 

（第２山
やま

庄
しょう

ビル） 

旭区 

東希望が丘

101-5  

相鉄本線 

希望ケ丘駅 

徒歩４分 

【水木金日】 

10:00～12:15／14:00～16:15 

【土】 

14:45～17:00／17:30～19:45 

⑩戸塚会場 

（八 恍
はっこう

ビル２階） 

戸塚区 

上倉田町 

481-1  

JR 線／市営地

下鉄 戸塚駅 

徒歩５分 

【木日】 

10:00～12:15／14:00～16:15 

【土】 

14:45～17:00／17:30～19:45 

週３日 

⑪関内会場 

（関内中央ビル 10 階） 

中区 

真砂町 2-22 

JR 線／市営地

下鉄 関内駅

徒歩２分 

【水木金日】 

10:00～12:15／14:00～16:15 

【土】 

14:45～17:00／17:30～19:45 

週５日 
⑫磯子会場 

（貴賓館
きひんかん

） 

磯子区磯子

3-13-1（ブリ

リアシティ

横浜磯子内） 

JR 線 

磯子駅 

徒歩 10 分 

【水木金日】 

10:00～12:15／14:00～16:15 

【土】  

14:45～17:00／17:30～19:45 

⑬並木中央会場 

（ビアレヨコハマ新館

２階） 

金沢区 

並木 2-13-2 

シーサイドライン 

並木中央駅 

徒歩５分 

【水木金日】 

10:15～12:30／14:00～16:15 

【土】 

14:45～17:00／17:30～19:45 
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２ 注意事項 

  ・各集団接種会場では予約を受け付けることができません。事前にご予約の上、     

各会場にお越しください。予約方法は以下参考２に記載しているとおりです。 

  ・接種予約に関し、各会場に直接お問い合わせいただくことはお控えください。 

ご不明な点は、横浜市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター          

（電話 0120－045－070、午前９時から午後７時まで）にお問い合わせください。 

  ・予約時間の 10 分前を目安にご来場くださいますようお願いいたします。 

早くご来場されても、お待ちいただく十分なスペースがございません。予約時間  

より早い時間で接種することはできません。 

  ・各会場には専用駐車場がございませんので、公共交通機関でお越しください。 

 

【参考】 

１ 使用ワクチン 

   集団接種会場では、全て武田／モデルナ社のワクチンを使用します。 

（１・２回目接種時がファイザー社ワクチンであった方も接種できます。） 

※ワクチンの種類は国からのワクチン供給の状況により、一部の会場で今後変更となる可能性

があります。 

２ 予約方法 

・１・２回目の予約時と同様、事前予約制となります。市の予約システム（※）から予約を受け

付けます。 

・３回目個別通知（接種券等）が届いた方から予約できます。 

  （３回目個別通知は、令和４年２月４日（金）から順次発送予定。） 

・３回目個別通知が届いた日から毎日、４週間先の日までの予約ができます。 

（例えば、令和４年２月７日（月）に個別通知が届いた方は、２月７日（月）時点では、２月 

７日（月）から３月６日（日）までの４週間、開設している会場の予約ができます。） 

 

  ※市の予約システム 

① 予約専用サイト（Web）https://v-yoyaku.jp/141003-yokohama 

（受付時間 9 時 00 分から 23 時 59 分） 

② 市公式 LINE  

「横浜市 LINE 公式アカウント」を友だち登録（２月９日（水）～） 

（受付時間 9 時 00 分から 23 時 59 分） 

          ※ LINE から予約に関するアカウント情報の登録をすると、予約専用サイトから 

の予約はできなくなります。 

③ 予約センター（電話） 0120－045－112 

         (9 時 00 分から 19 時 00 分まで土・日・祝祭日も受付)  

※ 電話のおかけ間違いにご注意ください。  
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 ※各集団接種会場の案内図は、本市ウェブサイトのほか、広報よこはまに掲載し、   

市民の皆様にお知らせします。 

   ・広報よこはま２月号 ：２月開始の４会場の案内図 

   ・広報よこはま特別号 ：全会場の案内図 

    （＊特別号は「広報よこはま３月号」に折り込み、お届けします） 

 

 ※追加接種（３回目接種）可能な区別医療機関一覧については、「接種場所一覧」とし

て接種券と一緒にお送りするとともに、広報よこはま特別号でもお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

お問合せ先 

【ワクチン接種全般について】 

横浜市新型コロナウイルスワクチン接種 コールセンター 

Tel : 0120-045-070 

 

【本資料について】 

健康福祉局健康安全課ワクチン接種調整等担当 

Tel : 045-671-4841 

Mail: kf-info-vaccine@city.yokohama.jp 

 

 

 







 

地方自治法改正に伴う自治会町内会認可制度の変更について 

 

自治会町内会の認可制度は、不動産を保有又は保有を予定している自治会町

内会が法人格を取得し、当該団体名義での不動産登記等を可能にする趣旨で、 
平成３年４月２日公布の地方自治法の改正により創設された制度です。 
このたび、地方自治法の改正（令和３年 11 月 26 日施行）により、不動産の保

有又は保有の予定に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うために法人格を

取得することが可能になりました。 

 
１ 法人格を取得するメリット 

① 継続した活動基盤の確立 
② 法人として契約主体となることによる事業活動の充実化 
③ 法律上の責任の所在の明確化 
④ 個人財産と法人財産との混同防止 
⑤ 対外的な信用の獲得 

 
２ 申請の手続き 

  必要書類を揃えていただき、区役所に申請してください。規約の変更なども

必要ですので、事前に必ず区役所地域振興課にご相談ください。これまで必須

としていた保有資産目録（保有予定資産目録）の添付は不要となります。 

 
３ 認可地縁団体の運営 

  認可地縁団体となった場合は、認可される前の会の運営から大幅な変更が

必要となります。別紙の注意事項をご確認いただいたうえで、ご検討ください。 

 
４ その他 

すでに認可地縁団体となっている自治会町内会の皆様におかれましては、別

紙の注意事項をご覧いただき、貴会の運営方法と相違がないか、ご確認をお願

いします。 

 
市民局地域活動推進課 

担当：中野、石栗 

TEL 671-2317 

FAX 664-0734 

市連会１月定例会資料 

令 和 ４ 年 １ 月 1 2 日 

市民局地域活動推進課 



認可地縁団体となる自治会町内会へのご案内 
 

認可地縁団体となり法人格を得ることで、 

①継続した活動基盤の確立 

②法人として契約主体となることによる事業活動の充実化 

③法律上の責任の所在の明確化 

④個人財産と法人財産との混同防止 

⑤対外的な信用の獲得 

などにつながります。 

 

認可後は会の運営を大幅に変更する必要がありますので、下記の注意事項

をご確認いただいたうえで、法人化をご検討ください。 

 

（注意事項） 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 構成員名簿を更新（構成員に変動があった場合に更新が必要です。） 

２ 当該区域の住民の概ね４割以上の構成員を維持 

３ 表決権を世帯から個人へ変更 

（総会の際の委任状は世帯ごとではなく個人ごとに必要です。） 

４ 財産目録の更新（毎年事業年度の終了時までの間に財産目録の更新が必要です。） 

５ 告示事項（名称、規約に定める目的、区域、主たる事務所、代表者の氏名及び住所

等）を変更した場合は、区長へ届出 

６ 規約を変更した場合は、区長へ申請 

（区長の認可を受けなければ、効力を発しません。） 

７ 収益事業を行う場合は、必ず最寄りの税務署に相談 

  

この他にも認可地縁団体となる自治会町内会（その代表者）としての義務を負うこと

になります。 

地方自治法の規定等による義務（例） 

（１）民事上の取引等に伴う法人としての一般的義務 

（２）区域内の住民に対する不当な加入拒否の禁止 

（地方自治法第 260 条の２第７項） 

（３）構成員に対する不当な差別的取扱の禁止（地方自治法第 260 条の２第８項） 

（４）特定政党の利用制限（地方自治法第 260 条の２第９項） 

（５）損害賠償責任（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 78 条） 

（６）代表者の権限の制限（地方自治法第 260 条の６、地方自治法第 260 条の 10） 

 

※認可要件（第 260 条の２第２項）を満たさなくなった場合、認可が取り消されること

があります。 

※役員に変更があった場合は、次の役員に注意事項を確実に引き継いでください。 



市民局に寄せられた自治会町内会認可に関するよくある質問 

 

Ｑ１. 今回の地方自治法改正で、自治会町内会の認可の目的が「地域的な共同活動を円滑

に行うため」という表現に改められた趣旨を教えてください。 

区長の認可を受け、法人格を取得する目的としては、改正前の地方自治法第 260 条の２

第１項で規定されていた「地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保

有するため」というもの以外に、①継続した活動基盤の確立、②法人が契約主体となること

による事業活動の充実化、③法律上の責任の所在の明確化、④個人財産と法人財産との混同

防止、⑤対外的な信用の獲得等が挙げられます。 

これらの目的は、いずれも自治会町内会が地域的な共同活動を円滑に行うことにつながる

ものであり、このために自治会町内会は法人格を取得するものと考えられることから、認可

の目的が「地域的な共同活動を円滑に行うため」という表現に改められました。 

  

Ｑ２. 個人単位ではなく、世帯単位を構成員としている自治会町内会は認可の対象となり

ませんか。また、表決権を世帯単位で一票とできませんか。 

認可地縁団体の構成員は、地方自治法第２６０条の２第２項第３号により、個人としてと

らえることになっており、世帯でとらえることはできません。したがって、会員は各々一個

の表決権を有することとなります。 

 

Ｑ３. 未成年者を構成員から除外することは可能でしょうか。 

自治会町内会の構成員は、区域に住所を有する自然人たる個人であり、区域に住所を有す

ること以外には年齢、性別、国籍等の条件は付せないこととされています。したがって、未

成年者等制限行為能力者であることをもって構成員から除外することはできません。（Ｑ４．

の下線部分参照） 

    なお、未成年者等制限行為能力者の表決権の行使にあたっては、民法の規定に従って法定

代理人の同意を要することとなります。 

 

Ｑ４. 構成員の名簿には、世帯主だけでなく、生まれたばかりの子どもも記載する必要が

ありますか。 

地方自治法上での構成員とは、自然人たる住民個人であり、性別・年齢等を問わないもの

とされています。つまり、構成員は世帯でとらえるのではなく、構成員であれば、世帯主の

みならず、世帯員も名簿に記載する必要があります。 

    なお、自治会町内会の区域に有する全ての個人は、構成員となることができますが、全て

の住民が構成員でなければ認可されないということではなく、その相当数の者が構成員とな

っていれば、認可されるものです。したがって、生まれたばかりの子どもについても、住民

なので全て名簿に記載しなければならないというものではありません。 

 

Ｑ５. 構成員の名簿を更新する際に世帯単位に変更することはできますか。 

認可地縁団体の構成員は、地方自治法第２６０条の２第２項第３号により、個人としてと

らえることになっており、世帯でとらえることはできません。したがって、構成員の名簿を

世帯単位に変更することはできません。 









 

青地振第 1073 号  

令和４年１月20日  

 

地区連合自治会・町内会長 

自 治 会 ・ 町 内 会 長 

  青葉区長 小澤 明夫   

 

 

令和３年度 自治会町内会感謝会について（ご連絡） 

  

 

  厳寒の候 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。 

   日頃から、住民組織の代表者として地域社会の振興に多大なるご尽力をいただくととも

に、市政・区政の推進にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。  

  

 さて、例年ご臨席を賜っております自治会町内会感謝会につきまして、今年度は新型

コロナウイルス感染拡大状況を踏まえ、市長・区長表彰を受賞される皆様のみをお招き

し開催する予定ですので、改めてお知らせいたします。 

 

なお、今後の感染拡大状況によっては、「自治会町内会長表彰式」につきましても開

催中止とさせていただく可能性もございます。 

 

日頃より自治会町内会の運営にご尽力いただいている会長の皆様におかれましては、例

年と異なる感謝会の開催方法となり、誠に申し訳ございませんがご理解・ご協力を賜りま

すようお願いいたします。 

 

  

 

  

 

                                       【お問合せ先】 

                                         青葉区役所 地域振興課 地域活動係 

                                         ℡９７８－２２９１ 担当 奥村・井出 



団体名 受賞者 ふりがな 表彰内容

荏田連合自治会 松澤　孝郎 まつざわ　たかよし 30年市長表彰

青葉台連合自治会 山川　英子 やまかわ　えいこ 20年市長表彰

団体名 受賞者 ふりがな 表彰内容

奈良北団地連合自治会 内田　清高 うちだ　きよたか 10年市長感謝

荏田西連合自治会 鳥屋尾　彰 とやお　あきら 10年市長感謝

黒須田自治会 志田　健 しだ　たけし 10年市長感謝

あざみ野自治会 野本　建夫 のもと　たてお 10年市長感謝

奈良三丁目自治会 梅田　吉則 うめだ　よしのり ５年区長感謝

奈良北団地第二自治会 川島　佳代子 かわしま　かよこ ５年区長感謝

令和３年度　横浜市自治会町内会長永年在職者表彰式
市長表彰受賞者一覧

令和３年度　横浜市自治会町内会長永年在職者表彰式
市長表彰・区長感謝受賞者一覧

令和４年２月24日（木）　市庁舎31階レセプションルーム

令和４年３月３日（木）　青葉区役所４階会議室






